
公務員の給与改定に関する取扱いについて

平成１９年１０月３０日

閣 議 決 定

１ 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給

与については、去る８月８日に人事院勧告が行われたところである。

平成１９年度の給与改定は、厳しい財政事情や現下の経済社会情勢

を踏まえ、国民世論の動向をも勘案し、指定職俸給表の適用を受け

る職員（以下「指定職職員」という。）の期末特別手当及び地域手

当の支給割合の改定を見送ることとし、指定職職員以外の職員につ

いては勧告どおり改定を行うものとする。また、専門スタッフ職俸

給表を新設するなど給与構造改革を引き続き推進するものとする。

２ 特別職の国家公務員の給与については、おおむね１の趣旨に沿っ

て取り扱うものとし、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務

官その他指定職職員に相当する職以上の国家公務員の改定は見送る

ものとする。

３ １及び２の給与改定を行うに当たっては、我が国の財政事情がま

すます深刻化している下で、「経済財政改革の基本方針２００７」

（平成１９年６月１９日閣議決定。以下「基本方針２００７」とい

う。）に沿って２０１１年度には国と地方の基礎的財政収支の黒字

化を確実に達成するなど、歳出・歳入一体改革が進められているこ

とを考慮すれば、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費

を削減する必要がある。そのため、次に掲げる各般の措置を講ずる

ものとする。

(1) 予算の執行に当たっては、優先順位の厳しい選択を行い、経

費の節減に努めるとともに、今後、なお引き続き、経費の見直

し・節減合理化を図ること等により、歳出の削減に努力する。

(2) 地方支分部局等を始めとする行政事務・事業の整理、民間委

託、情報通信技術の活用、人事管理の適正化等行政の合理化、

能率化を積極的に推進する等の措置を講ずる。また、定員につ

いては、５年間で５.７％以上の純減目標を確実に達成する。そ

の中で、メリハリのある定員配置を実現する。

(3) 地域における給与水準の見直しについては、給与構造改革の



柱として、平成１８年度に俸給表の水準を全体として４.８％引

き下げるとともに、民間の賃金水準が高い地域には地域手当を

支給する措置を５年間かけて段階的に実施しているところであ

る。さらに、「基本方針２００７」において公務員給与につい

て地域の民間給与をより一層反映させるとされていること等を

踏まえ、人事院に対し、地域における官民給与比較の在り方を

含め、民間給与のより一層の反映のための更なる方策について

検討を行うよう要請する。

(4) 独立行政法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員

の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水

準とするよう要請するとともに、中期目標に従った人件費削減

や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直しの取組状

況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣

が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。

また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公

務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給

与水準となるよう対処するとともに、主務大臣の要請を踏まえ

た人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見

直しの取組につき、必要な指導を行うなど適切に対応する。特

殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき公表す

る。

(5) 地方公共団体の定員の純減及び人件費の抑制に支障を来すよ

うな施策を厳に抑制する。

(6) 地方公共団体の定員については、新地方行革指針（平成１７

年３月２９日）に基づく集中改革プランにおける定員管理の数

値目標の着実な達成に取り組むことを含め、「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣

議決定）に沿い、５年間で国の定員純減（▲５.７％）と同程度

の職員数の純減を行うよう、引き続き要請する。

(7) 地方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、

現下の極めて厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等

を十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図るとと

もに、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方

公共団体にあっては、その適正化を強力に推進するため必要な

措置を講ずるよう要請する。



また、給与構造改革の取組に加え、人事委員会機能を発揮す

ることなどによる地方における民間給与水準への準拠を徹底す

るほか、技能労務職員の給与については「基本方針２００７」

に沿った取組を着実に推進するよう要請する。

４ 行政及び公務員に対する国民の信頼の回復を図るため、次に掲げ

る各般の措置を講ずるものとする。

(1) 国家公務員について、各省各庁の長がリーダーシップを発揮

し、厳正な服務規律の確保及び公務の適正かつ能率的な運営を

図る。法令等に違反する行為に対しては懲戒処分や刑事告発を

含めた厳正な措置を執るとともに、勤務実績等の的確な把握に

より厳格に分限処分を行う。

(2) 不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いにつ

いて、総務省において制度の在り方に関する検討会を開催し、

来年の春までを目途に結論を得る。

(3) 地方公務員についても、厳正な服務規律の確保や公務の適正

かつ能率的な運営を図り、地方行政及び地方公務員に対する信

頼の回復に努めるよう要請する。


